
学校給食調理業務委託その１０（彩都の丘学園）

質 問 回 答 書

質問年月日 令和８年（２０２６年）４月６日

回答年月日 令和８年（２０２６年）４月７日

担 当 室 箕面市学校教育部学校給食課

資料名 項 目 質 疑 回 答

NO.

1

仕様書 NO.

1

P1

４勤務を要す

る日及び給食

実施予定日数

(2)

給食実施日数の実績は 193 日とあ

りますが、小学校・中学校で相違

はありますでしょうか。

令和６年度の給食実施日数の実績

は小学校・中学校どちらも 193 日

でした。

2 P1

６食数

(1)①

各食数について、小学校・中学校

別の食数をご教示ください。

①予定児童・生徒数（単位：人）

3 P1

６食数

(1)①

年度ごとに食数減となる見込みで

すが、１つの調理場で対応出

来るとしても、必ず 2ヶ所での稼

働が必須でしょうか。1つの調

理場でも構わない場合、指定の食

数や年度があればご教示くだ

さい。

食数が減った場合も、児童分は第

１調理場、生徒分は第２調理場、

それぞれで調理業務を実施してく

ださい。

4 P6

12 業務責任者

及び配置する

調理従事者

(1)

記載の各年度別調理員数につい

て、こちらに記載の人数は栄養士

又は調理師の資格を保持する者と

いう認識でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

5 P9(別紙)

４給食調理施

設の状況（彩

都の丘学園）

(2)

7 ヶ所との記載がございますが、

食数減に伴い配膳箇所の減少

はありますでしょうか。

配膳室の数に変更の予定はありま

せん。

小学校 中学校

令和 8年度 899 556

令和 9年度 829 550

令和 10 年度 766 534

令和 11 年度 713 491

令和 12 年度 689 439

令和 13 年度 657 396



2 その他 1 業務責任者 2 カ所の調理場にて同日、同じ者

が作業を行う事は原則として禁止

されていると認識しております

が、主任が両調理場を行き来する

ことは可能でしょうか。行き来は

可能だが作業をしてはいけない等

があればご教示ください。

両調理場に立ち入ることは可能で

すが、作業は掛け持ちできません。

2 契約金額 契約となった場合、請求金額につ

いて年度別に設定する事は可

能か。

年度別の内訳額については、契約

締結の際に落札者と調整します。

2 現場見学会 入札実施前に現場見学会のような

機会はありますでしょうか。

給食室で調理している様子を、外

側から見える範囲で見学していた

だくことは可能です。給食室内に

立ち入ることはできませんのでご

了承ください。

また、給食室以外の校内の見学も

できません。

【事前申し込み】

期限：4月 10 日（金）正午まで

方法：メールに次の①～③をご記

入の上、質問書送信先アド

レスへ送信

①会社名

②来校者名

③緊急連絡先

（携帯電話番号等）

【見学日】

4月 13 日（月）

集合時間：午前 10 時

集合場所：箕面市立彩都の丘学園

正門前（別紙地図参照）

＊車で来校される場合は、近隣の

駐車場をご利用ください。校内

には駐車できません。



（別紙）

彩都の丘学園東側に正門がありますので、その前にご集合ください。

教育委員会担当者が同行いたしますので、校内には立ち入らず、正門前

でお待ちくださいますようお願いいたします。

（「彩都の丘小・中」が「彩都の丘学園」です。）


